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いじめの「重大事態」への対応 
 

Ⅰ 「重大事態」の判断と県教育委員会への第一報 

 

 

 

 

 

 

本校における「いじめ不登校委員会」は校内のいじめ対応に当たって平時より実効的な役割を果たし、重大事態が発生した際も、学校

と設置者と連携して対応します。「いじめ防止対策推進法」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」では、「重大事態」及び「重大

事態の判断」を次のように定義しています。今後、「県教育委員会への第一報の時期」については下のとおり取り扱うこととします。 

「重大事態」とは  「重大事態」の判断の目安  県教育委員会への第一報

の時期 

いじめにより当該学校に在籍する

児童等の生命、心身又は財産に重

大な被害が生じた疑いがあると認

めるとき。（法第 28 条第 1 項第 1

号より） 

⇒ 

○児童生徒が自殺を企図した場合（例）自死行為（未遂含む） 

○身体に重大な傷害を負った場合（例）骨折、打撲傷、火傷等 

○金品等に重大な被害を被った場合（例）金銭･所持品を脅し取

る等 

○精神性の疾患を発症した場合（例）うつ病等の精神疾患等 

⇒ 
学校がその事案を認知し

たとき（当日） 

いじめにより当該学校に在籍する

児童等が相当の期間学校を欠席す

ることを余儀なくされている疑い

があると認めるとき。(法第 28条第

1項第 2号より) 

⇒ 
概ね３０日程度の欠席 

（事案によっては３０日を待たずに判断） 
⇒ 

連続で 1週間欠席したと 

き、又は連続ではないもの

の欠席日数が７日間にな

ったとき 

児童生徒や保護者からいじめられ

て重大事態に至ったという申立て

があったとき。（基本的な方針よ

り） 

⇒ 
いじめの有無や因果関係とは別に、児童生徒や保護者の申立て

があり、上記のいずれかの要件を満たす場合。 
⇒ 

児童生徒や保護者からの 

申立てがあったとき（当

日） 

Ⅱ 「重大事態」が発生した際の対応の流れ              Ⅲ 「重大事態」が発生した際の調査 

 

 

 

 

 

「重大事態調査」とは 
県立学校で重大事態が発生時の調査は、県教育委員会が設置し
ている調査委員会が行います。しかし、調査委員会による調査以

前に、学校でも可能な限り詳細な調査を行い、再発防止につなげ
る必要があります。学校だけでは対応できない場合警察への援
助を求め、連携して対応します。 

Ⅳ 再発防止策の策定・報告 

 

 

 

 

 

学校においていじめが発生した場合、重大事態か否かにかかわ

らず、事実を明らかにし、再発防止に努める必要があります。 

 

 

判断及び県教委への第一報のポイント 

○ いずれの事案においても判断のポイントは｢重大事態に該当するかもしれないという疑いがあると認めるとき｣ 

○ 判断は客観的・多面的に行う 

○ 疑われる事案が「重大事態」か否かの判断は、学校からの第一報をもとに県教育委員会と協議する。 

重大事態に該当するとわずかでも考えられる事案・判断に迷う事案については県教育委員会への第一報を速やかに 

調査のポイント 

○｢いつから｣｢誰から｣｢どのような行為が行われたのか｣を明確に 

○ 事実にしっかりと向き合うこと 

○ いじめの被害者やその保護者の心情に寄り添うこと 

○ 資料等は過去の分も含め、全て整理・保管すること 

再発防止策の策定・報告のポイント 

○ 再発防止策は、学校の基本方針の見直しも含め、いじめ

防止に向けた日常的な取組まで含める。 

○ 重大事態発生時には再発防止策について発生から１か月

以内に県教育委員会へ報告 

【相談・報告窓口】県教育庁 人権同和教育課 生徒指導・安全担当 TEL0985-26-7238 FAX0985-32-4476 
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２２ 人権教育問題 

対応内容  処置内容  対応者 

     

差別事象の発覚 
 差別事象について，日時，場所，当事者，状況を的確に把握する。

落書き等の場合は，現場の保存に努め，写真で記録を残す。 

 
認 知 職 員  

  

     

報     告 

 差別事象が発覚した場合は，直ちに生徒指導主事，教頭，副校長，校

長へ報告する。 

 

認 知 職 員  

  

     

実 態 調 査 

 差別事象に関わった当事者が分かっている場合は，事実確認，事象

に至る背景等を聴取する。当事者が直ぐに分からない事象の場合

は，学年会・関係教科担任等の協力を得て，当事者の発見に努め

る。 

 学 級 担 任  

人 権 教 育  

担 当 職 員  

 

  

     

関係生徒の保護 

者への説明 

 差別事象の事実が確認された段階で，関係生徒及び保護者に対し

て，内容の説明と学校としての対応を説明する。 

 学 級 担 任  

副 校 長  

教   頭 

  

     

人権教育委員会 

 差別事象の起こった事実について，共通認識を持つ。さらに学校と

して，対処の仕方及び今後の人権教育の進め方について再検討をす

る。 

 

委 員 会   

     

全 体 指 導 
 差別事象の現実を踏まえて，校内の人権教育指導計画を見直し，必

要に応じて人権教育問題に関する指導を全体的に行う。 

 
各学級担任 

  

     

関係諸機関連絡 
 教育委員会，人権同和教育室，人権同和教育研究協議会等，校長が判

断し連絡を行う。 

 
校   長 
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２３ 体罰・暴言等 

対応内容  処置内容  対応者 

     

問 題 発 生  

 
側近の職員がまず体罰・暴言を止める。保護者からの連絡によって

初めて発覚する場合もある。生徒が病院に行く必要がある場合，生

命の危機に至った場合は，対教師暴力と同じようにする。 

 

側近の職員 

  
 

    

報 告 
 発生が認められた場合は，直ちに校長（副校長・教頭）に報告しな

ければならない。 

 
当該職員 

  
 

    

実 態 調 査 と 謝 罪  

 体罰・暴言を与えた職員に対し，校長・副校長・教頭は速やかに事

情を聴取し，その職員とともに保護者自宅を訪ね，体罰行為につい

て謝罪する。（理由はどうあれ，体罰は絶対許されない。言い訳等は

控えるようにし，保護者の要望によっては，状況について説明する

程度に留める。） 

 
校  長 

副 校 長 

教  頭 

当該職員 

  

 

    

今後の対応策検討 

 必要な範囲の会議を開き，今後の対応策について検討する。体罰の

実態，それに至った背景，指導の在り方と留意点，他の保護者・生

徒への対応、報道機関への対応等について協議する。 

 
対策会議 

職員会議 
  

 

    

関係諸機関連絡 
 

校長が判断し行う。 
 

校 長 

  

  



－47－ 

 

２４ ハラスメント（被害者が生徒の場合） 

※ 別途定めるハラスメント相談員を中心に対応する。 

対応内容  処置内容  対応者 

     

ハラスメント発覚 

 ハラスメント被害を受けている生徒から相談・連絡を受けた職員、

または、ハラスメント被害の現場を目撃した職員は、その内容につ

いて記録をとり、生徒が被害感情・不快感を感じていることを確認

する。また、管理職に伝えてよいか確認する。被害生徒の保護者や

友人等から情報を得た場合は、直接被害生徒に前述の内容確認を行

う。 

 

認知職員 
  

     

報     告 

 ハラスメントの発生を認知した職員は、速やかに管理職および生徒

指導主事に報告する。校長は教育委員会に第一報を入れる。 

 認知職員 

管理職 
  

     

実 態 調 査  

 ハラスメント相談委員会を開き、ハラスメント発生の報告をもとに

事実の確認方法を協議し、分担して正確な事実の聞き取りを行う。

聞き取りは各々の心情に配慮して行い、被害生徒と加害者の意見の

相違があれば、委員会で確認し、再度丁寧に聞き取りを行う。 

 

ハラスメント 

相談委員会   

     

ハラスメント 

相談委員会 

 ハラスメント相談委員会を開き、聞き取りの結果からハラスメント

被害の事実の認否を行い、事後の対処方針を協議する。教育委員会

に報告と相談を行い、学校としての対応および指導方針を固める。 

 
ハラスメント 

相談委員会 
  

     

関係生徒と保護者

への説明 

 被害生徒、保護者に事実の説明と謝罪を行うとともに、今後の学校

の対応について説明し、理解を求める。その際、被害生徒側の希望

を最優先して対応する。説明には校長，副校長，教頭，生徒指導主

事，当該学年主任・学級担任が必ず立ち合う。ハラスメント問題は

深刻かつ重大な問題であるため、被害生徒側に十分配慮した誠意あ

る対応を心掛ける。 

 
管理職 

生徒指導主事 

当該学年主任 

当該学級担任 

 

  

     

具体的な対応 

 ・被害生徒のケアを、スクールカウンセラーや専門機関と連携・協

力して行う。 

・加害者の被害生徒側への謝罪や保護者全体への説明は、被害生徒

側の心情や加害者のプライバシー等に配慮して実施の可否を判断

する。 

・職員研修等、再発防止に向けた取組を実施する。 

・教育委員会の助言や指示を仰ぎながら進める。 

 

管理職 

当該学年職員 

教育相談担当 

生徒指導主事   

     

関係諸機関連絡 
 

校長が判断し、行う。 
 

校長 
  

 

 

  



－48－ 

 

２５ 家出及び自殺予告 

対応内容  処置内容  対応者 

     

家出の通報受報 

 
学年，学級，性別，氏名，家出の日時，状況等について聴取してし

っかりメモする。通報者が家出した生徒本人であった場合は，受容

的態度で話を聞き家出した原因と現在の居場所を聞き出す。 

 

受 報 者 

  
 

    

校 内 連 絡 
 受報者は，校長・副校長・教頭へ直ちに連絡する。その後，学級担

任，学年主任，生徒指導主事に連絡する。 

 
受 報 者 

  
 

    

現 状 確 認 
 学級担任は，家庭訪問して家出の原因や行き先に心当たりがないか

聴取する。また，当該生徒の親しい友人からも情報を収集する。 

 
学級担任 

  
 

    

状 況 報 告 

 校長，副校長、教頭，生徒指導主事，学年主任，特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

ｰに報告する。緊急を要する事態(自殺予告等)であるときはできるだ

け早く校長，副校長、教頭にその旨連絡する。 

 

学級担任   

 

    

対 応 策 検 討  

 学年会，生徒指導部会等，必要な範囲の会議を開き，今後の対応策

について検討する。 

緊急を要する事態(自殺予告等)であるときは，職員会議を開いて対

応策を協議する。 

 
学年主任 

生指主事 

職員会議 

  

 

    

関係諸機関連絡 

(警察・県教委等） 

 
校長が判断し行う。 

 
校 長 
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２６ 校外事件（万引き，窃盗，暴力行為，暴走行為，薬物乱用，情報関連問題，その他） 

対応内容  処置内容  対応者 

     

事 件 発 覚 

 
通報を受けた場合は，生徒氏名・クラスを確認，通報者，関係機関

等の確認を行い，できるだけ事実状況を把握するとともに，学校職

員・保護者に連絡を取る。 

 

受 報 者 

  
 

    

校 内 連 絡 
 学級担任，学年主任，生徒指導主事，教頭・副校長・校長に状況を

連絡説明し，対応法を得る｡(関係機関との連絡) 

 
受 報 者 

  
 

    

引 き 取 り 
 学級担任，生徒指導部(主事)とで事件現場に行き，謝罪し，生徒を

引き取り学校へ連れ帰る。 

 生 指 部 

学 級 担 任   
 

    

事情聴取と指導 

 生徒指導部(主事)で，その日の行動を含めて事件に至る事実関係を

聞き，事件の全容を明らかにする。また，生徒の立場，環境，人間

関係等にも配慮しながら今後の学校生活に支障のないよう指導す

る。(生徒指導委員会開催) 

 

生 指 部 

学 級 担 任 

  

 

    

家 庭 連 絡 

 保護者に来校を要請し，事件の全容と経過等について説明，家庭の

理解と指導の協力を要請する。（関係機関等への連絡・謝罪ができて

いるかを確認） 

 

学 級 担 任    

 

    

関係諸機関連絡 
 

校長が判断し行う。 
 

校 長 
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校 外 事 件 

発 覚 日 時  平成  年  月  日(  )  時  分 発生場所 
 

該 当 者 年 組 男・女 氏名  担任名  

保護者氏名  住所  TEL  地区  

該 当 者 年 組 男・女 氏名  担任名  

保護者氏名  住所  TEL  地区  

該 当 者 年 組 男・女 氏名  担任名  

保護者氏名  住所  TEL  地区  

該 当 者 年 組 男・女 氏名  担任名  

保護者氏名 
 住所 

 
TEL  地区 

 

事

件

の

概

要 

 

事  件  の  全  容 

動

機 

 

当

日

の

行

動 

 

類

似

行

為 

 

 

今

後

の

指

導 
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２７ 不審者の侵入、不審物の発見等 

※ （１）第一報による対応の判断 【緊急対応が必要な事態例】 

・凶器を持った不審者が通学路の近くをうろついている。  

・登下校中の生徒が不審者に襲われケガをした、声を掛け連れ去ろうとした、金品を奪われた。  

・校区内や周辺で凶悪な犯罪が発生し、解決（犯人確保）されていない、犯罪被害を受ける可能性がある。 

・校内での不審物発見 

対応内容  処置内容  対応者 

     

不 審 者 発 見  

不 審 物 発 見  

 
発見者は，直ちに校長，副校長，教頭，近くの職員に連絡する。 

通報を受けた受報者は，生徒氏名・クラスを確認，通報者，関係機

関等の確認を行い，できるだけ事実状況を把握するとともに，学校

職員に連絡を取る。 

人命に関わる緊急時は，近くの火災報知機等で全校に知らせる。 

 

受 報 者 

  

 

    

状 況 確 認  

 職員数名で事情聴取し，指示をする。 

学級担任，学年主任，生徒指導主事，教頭・副校長・校長に状況を

連絡説明し，対応法を得る｡(関係機関との連絡) 

事務室を経由して対応させ、校外に退去させる。 

不審物には絶対に触らない。 

 

受 報 者 
  

 

    

生 徒 避 難  
 周辺立入禁止措置等 

居合わせた職員で誘導する。生徒の生命を第一に考える。 

 生 指 部 

学 級 担 任   
 

    

緊 急 職 員 会 議 
 

現状報告、保護者対応説明。事後措置と再発防止に向けて協議する。 
 

全 職 員 
  

 

    

保 護 者 へ の 連 絡  
 

生徒並びに保護者に説明し，今後の協力を請う。 
 

学 級 担 任  

  
 

    

関係諸機関連絡 
 

校長が判断し行う。 
 

校 長 
  

〈注意事項〉 

(1) 平素より不審者を見つけたら教職員に連絡するよう指導しておく。 

(2) 緊急時は警察や近隣協力者に申し出ること、人命に関する緊急時は，近くの火災報知機を押す等を指導しておく。 

(3) 不審者に対する事情聴取は,必ず数名の職員で行い,距離を保ち,言葉遣いに十分気をつける。 

(4) 来校者は保護者・卒業生を問わず，必ず事務室を通すようにする。 

(5) 保護者に対し一斉メールを通じて速やかに情報提供・注意喚起・引取り依頼等を行う。 
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＊２７―追記 不審者侵入未然防止策 

 

ア.校外への対策 

 「関係者以外立入禁止・不法侵入禁止」等看板の設置（以下 6 カ所） 

  ①正門 ②南駐輪場 ③東駐輪場 ④階段最上部（２か所）⑤弓道場 

 

イ.校門から玄関までの対策 

 「御用の方は事務室で受付をお願いします」看板の設置（以下 2 箇所） 

① 来客者用駐車場 ②玄関前 

 「生徒職員以外の無断立入はご遠慮ください」札を１階各入口に貼付 

① 生徒昇降口 ② 校舎西入口 ③ 校舎東入口 

 

ウ.玄関での対応 

 「来校者受付」にて 来校時間・氏名（所属含）・訪問相手の記入を求める 

 「入校許可証」（通し番号付）を渡し、滞在中の装着を求める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
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２８ 学校への犯罪予告 

対応内容  処置内容  対応者 

     

不 審 電 話 入 電  

 
• 気付かれないよう注意しつつ、周辺の教職員に合図で知らせ、 

電話機のスピーカー機能を入れる。 

• 周辺教職員は IC レコーダを持ち出し、録音を開始する。 

• 電話対応者、周辺教職員のそれぞれが必ずメモを取る。 

• 落ち着いて、以下の事項をできるだけ詳しく聴き取る。 

爆発物等は、いつ、どこに、どのようなものか。理由、要求 

相手の特徴、性別・年齢、声の特徴、周囲の環境音 

 

受 報 者 

  

 

    

状 況 報 告  

 教頭・副校長・校長に第一報。 

管理職から警察（110 番）ならびに県教育委員会に連絡。 

学級担任，学年主任，生徒指導主事，教頭・副校長・校長に状況を

連絡説明し，対応法を得る。 

教職員による捜索・点検等は実施しない 

 

受 報 者 
  

 

    

生 徒 避 難  

 居合わせた職員で誘導する。生徒の生命を第一に考える。 

危害予告・不審物発見時の避難場所 

• 第一候補：グランド・体育館 • 第二候補：各教室 

 
生 指 部 

学 級 担 任   

 

    

緊 急 職 員 会 議 
 

現状報告、保護者対応説明。事後措置と再発防止に向けて協議する。 
 

全 職 員 
  

 

    

保 護 者 へ の 連 絡  
 

生徒並びに保護者に説明し，今後の協力を請う。 
 

学 級 担 任  

  
 

    

事 後 対 応  

 • 安否確認（必要に応じて）下校連絡等 

• 保護者、報道機関対応（必要に応じて） 

• 心のケア 

 

学 級 担 任    

※ 保護者に対し一斉メールを通じて速やかに情報提供・注意喚起・引取り依頼等を行う。 
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２９ 交通事故発生時の対応 

対応内容  処置内容  対応者 

     

交通事故発生第一報  
 • 連絡者を落ち着かせながら、右記の事項を聴き取る。 

• 聴き取り内容は、復唱しながら確認し、必ずメモを取る。 

 
受 報 者 

  
 

    

状 況 確 認  

 【聴き取り項目】 

・児童本人及び相手方の被害（ケガ等）の程度 

・事故の発生場所、発生時刻、状況（概要） 

・加害事故、被害事故の別 

・救急車の手配状況、搬送先、110 番通報の有無 

 

受 報 者 
  

 

    

対 応 指 示  

 管理職へ報告 

生徒保護者に第一報、県教育委員会に第一報 

未通報の場合、救急（119 番）警察（110 番）通報 

学級担任，学年主任，生徒指導主事，教頭・副校長・校長に状況を

連絡説明し，対応法を得る。生徒の生命を第一に考える。 

 

教   頭 

生 指 部 

学 級 担 任 
  

 

    

現 場 急 行 

 救急手配・搬送未了 

• 事故現場へ急行（救急セット、連絡用携帯電話を携行） 

• 負傷者等の応急手当 

• 現場周辺にいる他生徒対応（安全確保、当面の行動指示等） 

• 警察対応（可能な範囲で警察等からの情報収集）、救急車同乗 

• 学校への状況報告 

救急搬送済み 

・搬送先へ急行（連絡用携帯電話を携行） 

• 負傷者等の容態把握 

• 警察への対応（可能な範囲で警察等からの情報収集） 

• 学校への状況報告 

 

学級担任 

生指部 

養護教諭 

  

 

    

緊 急 職 員 会 議 
 

現状報告、保護者対応説明。事後措置と再発防止に向けて協議する。 
 

全 職 員 

  
 

    

事 後 対 応  

 現場からの情報をもとに、以後の対応を判断 

複数児童の被災など、重大・深刻な事故の場合は、事故災害対策本

部を設置、組織的対応の体制を取る 

 
学 級 担 任  

担 当 職 員 
  

 


